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令和３年度教育奨励顕彰及び千葉県議会児童表彰について 

 

 仲秋の候，保護者の皆様におかれましては，益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

 この度，学芸分野やスポーツ分野において，大変良い成績を収めた児童に対する表彰候補

該当者の調査依頼が千葉県教育委員会からありました。被表彰候補該当者の候補基準と対

象期間は以下の通りです。また今回の第１期調査においては，昨年度１１月から今年度９月

末日までの表彰を対象としていますので，昨年度１１月以降に大変素晴らしい成績を収め

た児童も対象となりますので，是非お知らせください。 

 

１ 【教育奨励賞顕彰】 

１－１ 概要（千葉県ホームページより抜粋） 

当該年度において開催された学芸的な全国又は国際コンクールあるいはスポーツの全国

又は国際大会等で優秀な成績を収め、他の模範となる千葉県の公立小・中・義務教育・高等

学校及び特別支援学校に在籍している児童生徒並びにその組織する団体に授与（後略） 

事務局は，県教育委員会。 

 

１－２ 成績（全国及び国際大会・コンクール） 

 学芸部門は１位（優勝）又は２位（準優勝）まで 

 スポーツ部門は１位（優勝）のみ 

 

１－３ 対象 

 県内の公立学校に在籍する児童・生徒。 

 スポーツ部門では，体育功労者表彰（優秀スポーツ選手）に該当するものは対象としな

い。 

 複数の者が同順位でも対象とする。（例：金賞８組） 

 団体においては，県外の児童が含まれると表彰対象とならない。 

 

１―４ 令和２年度 教育奨励賞顕彰受賞者一覧（参考） 

（リンク先：千葉県ホームページ）  教育奨励賞顕彰について／千葉県 (chiba.lg.jp) 

 

1_R2 学芸（個人） (chiba.lg.jp) 

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/gakuryoku/shoureishou/index.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/gakuryoku/shoureishou/documents/R30326_kyouikusyoureisyou.pdf


２ 【千葉県議会 児童・生徒表彰】 

２－１ 概要（千葉県議会便りより抜粋） 

 この表彰は，学芸及びスポーツの国際大会または全国大会で最優秀の成績をおさめた県内

の学校に在籍する児童生徒に贈られるもの（後略） 

 事務局は，県議会事務局。 

 

２－２ 成績（全国及び国際大会・コンクール） 

 学芸部門・スポーツ部門 共に１位（優勝）のみ 

 

２－３ 対象 

 県内の国公私立学校に在籍する児童・生徒。 

 第３期分は各学校種最高学年の児童のみ（６年生のみ）。団体については，最高学年の

児童を含む場合のみ。 

 体育功労者表彰（優秀スポーツ選手）に該当するものも対象とする。 

 原則として，最優秀の者１者の場合を対象とする。 

 

 

３ 【被表彰候補該当者の対象表彰期間と調査期日】 

 今年度の調査期間は，昨年と異なりますが，年３回の調査がございます。連絡帳で担任に

お知らせください。 

第２期と第３期につきましては，調査の締め切りと表彰期間にずれがありますので，校内

締め切り日翌日に全国大会がある場合等ございましたらご遠慮なく学校へご相談ください。 

 

（１） 第１期調査 

対象：令和２年１１月１日～令和３年９月３０日の間に表彰された者。 

校内受付締め切り：１０月８日（金） 

 

（２） 第２期調査 

対象：令和３年１０月１日～令和３年１１月３０日の間に表彰された者。 

校内受付締め切り：１１月１９日（金） 

 

（３） 第３期調査 

対象：令和３年１２月１日～令和４年１月３１日の間に表彰された者。 

校内受付締め切り：１月２１日（金） 

 

 



 

４ 提出書類 

  申請にあたり，学芸部門・スポーツ部門共に以下のものをご準備いただき，お子様を通

じて担任へご提出ください。 

 

 

大会・コンクールの目的・内容，結果等を確認するため，以下３点を添付すること。 

 

 表彰状の写し 

（用紙は A４判とする） 

 

 当該大会・コンクールの開催要項又は実施要項 

（開催要項等は写し可。なお要項で，後援者や大会参加規模等が把握できない場合は，

必ず主催者に確認してメモ書きで付記すること） 

 

 全体の大会結果又は順位が確認できる書類等 

（全体の大会結果又は順位は，当該大会等の最終結果が公表されている場合，その写し

を添付。ホームページからダウンロードした資料等も可） 

 

また，各事務局へ提出した書類の返却は致しません。 

 

 

 以上となります。ご不明な点がございましたら，担任か学校（担当：副教務 安蒜）まで

ご連絡ください。 


